
被災者支援システムVer３．００　から　Ver４．００への変更点について

１．自治体選択画面のバイパス

単独利用の場合、自治体選択画面を表示せず直接ログイン画面を表示するように変更

【Ver３．００】 【Ver４．００】

URL入力 URL入力（単独利用） URL（共同利用）

（自治体選択画面） （自治体選択画面）

（ログイン画面） （ログイン画面）



２．被災者支援システム

２．１　水害状況入力の追加

・被災家屋台帳画面に、水害区分（床上、床下を選択）と水位の入力欄を追加
・入力した内容を「り災証明書」「被災家屋証明書」の被害状況欄に表示

【Ver３．００】 【Ver４．００】

（被災家屋台帳登録画面） （被災家屋台帳登録画面）

（「り災証明書」「被災家屋証明書」の被害状況欄）

Ver4.00で追加

Ver4.00で追加



２．２　被災者台帳と被災家屋台帳の結びつけ

【Ver３．００手順】

①　まず、被災家屋台帳を登録し
②　次に、被災者台帳（世帯）更新画面より、登録した被災家屋台帳の情報を「家屋調査情報」として登録

(被災者台帳（世帯）更新ｆ画面　家屋調査情報)

被災家屋台帳を検索し、選択することで被災者台帳との結びつけを行う
（被災家屋台帳が登録されていない場合は設定できない）

【Ver４．００手順】

（１）　被災者台帳（世帯）画面より、世帯住所を引き継いだ状態で被災家屋台帳登録画面に直接遷移できるよう変更

(被災者台帳（世帯）更新ｆ画面　家屋調査情報)

「新規登録」クリックで「被災家屋台帳登録画面」に遷移する

世帯住所情報を引き継ぎ、家屋台帳登録画面に遷移する

登録すると、被災家屋台帳の登録と同時に、被災者台帳の「家屋調査情報」も設定される

Ver4.00で追加



（２）　被災家屋更新画面に居住者（代表者）登録機能を追加し、被災家屋台帳より被災者台帳への結びつけを行なう機能を追加
　　　※賃貸の共同住宅など、1家屋に複数世帯が入居しているケースでの操作性の改善が目的

（被災家屋更新画面　居住者（代表者）情報） 住所の番地（号）まで一致する世帯代表者が表示される（Ｖｅｒ４．００で追加）

家屋の居住者とする世帯代表者を選択し、「登録」をクリック

居住者として登録されるのとと同時に、各世帯の被災者台帳の「家屋調査情報」も設定される

Ver4.00で追加

「検索」クリック



２．３　家屋所有者の登録方法の追加

被災家屋更新画面より、家屋住所（番地（号）まで）で初期データとして取込んだ家屋情報・所有者情報を参照し、住所が一致する所有者を家屋所有者テーブルに登録する機能を追加

（初期データとして家屋情報・所有者情報を取込んでいる場合のみ）

【Ver４．００手順】

（被災家屋更新画面　所有者情報）

「家屋情報」「所有者情報」の取り込みが行われている場合、メッセージが表示される
住所の番地（号）までが一致する所有者が一覧表示される（Ｖｅｒ４．００で追加） （キャンセルをクリックした場合は、従来通り所有者登録画面に遷移）

登録対象の所有者を選択し、「登録」をクリックすると家屋の所有者として登録される

「ＯＫ」クリック

Ver4.00で追加



２．４　り災証明者

世帯員１６人までを表示可能なように修正（世帯員が１７人以上の世帯の場合は、「手書き対応」が必要な旨のメッセージを表示し１６人を表示）

【Ver３．００】

・９人以上の世帯員の世帯の場合、1ページに８人までしか表示されない。（メッセージ表示もなし）

【Ver４．００】

・９～１６人の世帯員の世帯の場合、２ページの証明書が発行される。
・１７人以上の世帯員の世帯の場合、以下のメッセージが表示される。

・被災者台帳（証明書発行）画面の発行履歴の「枚数」にページ数を表示（世帯員が17人以上の場合は3～が表示される）



２．５　災害弱者検索

災害弱者一覧画面の検索条件に「単独世帯」と「要援護状況」を追加（「要援護状況」での検索を行うためには以下の条件が必要）
地図表示ボタンを追加（詳細は、「復旧・復興関連システム  操作マニュアル（GISメニュー2－1～2－5）」参照）
※初期データとして要援護者情報を取り込んでおく必要あり（「４．初期取り込みデータの追加」参照）
※ユーザの操作権限を「福祉種別・要援護状況で検索」の設定にしておく必要あり

【Ver３．００】 【Ver４．００】

（災害弱者一覧画面） （災害弱者一覧画面）

（Ver4.00　操作権限設定画面）

Ver3.00  … 「不可」/「可」の何れかを表示

Ver4.00  … 「不可」/「福祉」/「要援」の何れかを表示

Ver3.00  … 「使用不可」/「使用可」の何れかを設定

Ver4.00  … 「使用不可」/「使用可（福祉種別で検索）」/「使用可（福祉種別・要援護状況で検索）」の何れかを設定

操作権限設定が行われていない場合、要援護状況（検索条件、一覧とも）は表示されな

い（Ver3.00と同画面になる）



３．緊急物資管理システム

入出庫伝票登録時の操作性を改善

（１）入庫伝票の新規登録を行なった後、引き続き「明細登録画面」に遷移するよう修正

【Ver３．００】

（入庫台帳登録画面） メニュー画面に遷移

【Ver４．００】

（入庫台帳登録画面） そのまま、入庫明細登録画面に遷移

登録
「入庫情報 更新」を選択し、

明細登録を行う

登録



（２）出庫伝票の新規登録を行なった後、引き続き「明細登録画面」に遷移するよう修正

【Ver３．００】

（出庫台帳登録画面） メニュー画面に遷移

【Ver４．００】

（出庫台帳登録画面） そのまま、出庫明細登録画面に遷移

登録
「出庫情報 更新」を選択し、

明細登録を行う

登録



４．初期取込みデータの追加

以下の取込み機能を追加

（１）避難所情報 ・・・　公的避難所の一括登録に利用
（２）家屋情報 ・・・　所有者情報とあわせ、被災家屋台帳への家屋所有者の自動登録に利用
（３）所有者情報 ・・・　家屋情報とあわせ、被災家屋台帳への家屋所有者の自動登録に利用
（４）要援護者情報 ・・・　要援護状況コード表とあわせ、災害弱者検索の検索条件として利用
（５）要援護状況コード表 ・・・　要援護者情報とあわせ、災害弱者検索の検索条件として利用

【Ver４．００】

（初期データ取り込み画面）

Ver4.00で追加



５．倒壊家屋管理システムの追加

住民からの倒壊家屋の解体申請に基づき、自治体が家屋の解体・撤去を業者に委託する場合の、解体申請の受付けや費用の支払、瓦礫搬入券の発行といった一連の作業を
管理するための「倒壊家屋管理システム」をサブシステムとして追加提供

（主な機能）

・解体家屋・申請者・施工業者の管理
・施工状況の管理（完了日、支払日、支払額など）
・家屋の状態をを写真などのデータファイルとして保存・参照
・施工業者への瓦礫搬入券の発行

など

（詳細は、「倒壊家屋管理システム操作手順書」参照）

Ver4.00で追加



６．「復旧・復興関連システム」の追加（GIS連携機能の追加）　（利用の有無はシステムセットアップ時に選択可能）

６．１　「復旧・復興関連システム」　

ＧＩＳを利用した被災状況の集計・分析を行うためのシステムを提供（詳細は「復旧・復興関連システム操作マニュアル」参照）

６．２　各サブシステムでのGIS連携

（１）被災者支援システム

被災者台帳画面に「地図表示ボタン」を追加（詳細は、「復旧・復興関連システム  操作マニュアル（GISメニュー2－1～2－5）」参照）

（被災者台帳画面）

Ver4.00で追加

Ver4.00で追加



（２）避難所関連システム

「避難所ＧＩＳ機能」を追加（詳細は、「復旧・復興関連システム  操作マニュアル（GISメニュー2－7避難所表示）」参照）

（３）仮設住宅管理システム

「仮設住宅ＧＩＳ機能」を追加詳細は、「復旧・復興関連システム  操作マニュアル（GISメニュー2－8仮設住宅の表示と位置登録）」参照）

Ver4.00で追加

Ver4.00で追加


